
児童手当・特例給付 現況届のご案内

現況届は、区役所に来庁することなく、マイナンバーカードを利用した電子申請、または郵送でも申請できます。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からも来庁はお控えください。

マイナンバーカードの取得を
希望する場合

横浜市ウェブサイトをご確認ください。

提出期限

ご提出いただけないと、令和３年６月以降の児童手当を受けとることができません。

郵送

現況届
記載例を参考
に必要事項を

記入

※令和３年６月１日時点で、
共済組合の組合員（私立学校教職員共済
組合を除く）の場合は、保険証の写しが
必要です。

※上記以外で必要な書類がある場合は、
こども青少年局から連絡します。

提出書類

切手を貼ってください。
料金不足がある場合受けとれません。
※郵便物の到達を確実に確認されたい方は、
特定記録郵便等の記録が残る郵便で送付
することをお勧めします。

返信用封筒（同封）

提出方法

重 要 な お 知 ら せ

※添付資料の提出が必要
な方は、スキャナー機能
またはカメラ機能等を使用
して添付でき、ご自宅で
手続きを完了できます。

電子申請
（マイナンバーカードが必要です。※裏面参照）

①ぴったりサービスのサイトにアクセス
https://app.oss.myna.go.jp/Application/
search?orgCode=14100

二次元コード→

②ぴったりサービスのキーワード
検索で「児童手当」を検索

③児童手当「令和３年度
現況届」 現年度分を
選択し、申請する

令和３年度

令和３年
６月３０日(水)

電子申請は24時間、自宅で手続き可能です。

電子申請をする方は、約４倍に増えています。（一昨年度比）

※新規の発行にはお時間を要しますのでご注意ください。

④横浜市からお送りした、令和３年度児童手当・特例給付現況届の
バーコードの下に記載された番号を、「認定番号」欄へ入力してください。

切手



マイナンバー総合フリーダイヤル ０１２０－９５－０１７８（無料）

受付時間 平日 ９：３０～１８：３０ （年末年始を除く）
音声ガイダンスに従い、「４（マイナポータルに関するお問合せ）」を選択した後、
「１（子育てワンストップサービスに関するお問合せ）」を選択してください。

○電子申請の操作（サービス制度・手続の内容を除く）について

児童手当の時効について

児童手当支給額について

・所得審査の結果６月分以
降の児童手当の支給区分
が変更になる方には、認
定通知書を送付していま
す。
児童手当→特例給付
特例給付→児童手当

・受給者と配偶者の所得の
状況により、受給者の変
更が必要な場合がありま
す。

○児童の生活費の大半を負担している方（原則は所得が高い方）を確認するため、
受給者と配偶者の所得状況の確認が必要です。そのため、配偶者の同意が必要です。

※配偶者の同意がない場合、横浜市が児童手当の支給に必要な所得に関する調査が
できないため、令和３年６月分以降の児童手当を受給することができません。

○令和３年度現況届を未提出のまま２年経過すると、令和３年６月分以降の
受給権が消滅し、児童手当を受給することができなくなります。

○受給権消滅後に児童手当を受給するためには、あらためて認定請求の手続き
が必要になります。

○児童手当受給者の所得額により支給金額が異なります。

受給者と配偶者の所得調査ついて

・マイナンバーカード
・ＰＣ端末またはスマートフォン
（一部のスマートフォンについては電子申請に対応していません。詳細は表面に
記載のＨＰをご確認ください。）

・ＩＣカードリーダライタ（ＰＣ端末で手続きされる方のみ）
・横浜市からお送りした令和３年度児童手当・特例給付現況届

横浜市こども青少年局こども家庭課
平日 ９：００～１７：００（祝日を除く）

ＴＥＬ：0 4 5 - 6 4 1 - 8 4 1 1
ＦＡＸ：0 4 5 - 6 4 1 - 8 4 1 2

電子申請するときに用意するもの

お問い合わせ先

児童手当 特例給付
３歳未満 15,000円

年齢にかかわらず
一律 5,000円

３歳以上
～小学生

第１・２子 10,000円
第３子以降 15,000円

中学生 10,000円

児童一人当たりの支給額（月額）

○児童手当について
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